
海外展開支援事業費補助金
令和5年度

市内経済の活性化や地域産業の振興に繋げることを目的に、市内中小企業者の海外展開を促進する
ための、自社独自の活動（※1）、公的支援機関等を活用した活動または市主催の海外販路開拓事業に
関する活動（市が指定した事業に限る）に要する費用の一部又は全部を補助します！

※1　民間支援機関の活用を含む

旅費、宿泊費、通信運搬費、出展料、通訳・翻訳費、印刷製本費、広告宣伝費、
参加費、登録料、委託費等

飯塚市 HP は
こちら

表彰制度申請サンプル輸出広報活動商談会や展示会（オンライン含む）海外視察

事業の流れ事業の流れ

補助率・補助限度額・申請上限回数補助率・補助限度額・申請上限回数

対象経費対象経費

対象事業対象事業

対 象 者対 象 者

（ イメージ ）
※自社製品に限らず、他社製品を自社が仲介して取り組む事業も含みます
日本国外への販路を新たに開拓しようとする事業

飯塚市内に主たる事業所または事務所を置く中小企業者

※国、都道府県その他の公的機関から補助金の交付があった場合は、その補助金分を控除して算出します

※審査照会には、1 ～ 2週間の期間を要します
　・年度内に事業が完了するようにご留意ください。  ・詳細については、下記の電話・メールにてお気軽にお問合せください。

※①、②、③の組み合わせは自由です。
※ただし1補助事業者あたりの累計補助金交付額は30万円を限度とします。

・補助率3/4以内（補助限度額30万円）
③ 市主催の海外販路開拓事業に関する活動：（申請回数上限1回）

② 公的な支援機関等を活用した場合：（申請回数に上限なし）

① 自社独自の活動：（申請回数上限1回）

交付請求
（提出）

補助金額の
確定（通知）

実績
報告書

事業開始
事業実施

交付決定
（通知）

審査、
照会（※）申請

●お問合せ　国際政策課 国際経済推進係　 ☎0948-22-5521　{kokusai@city.iizuka.lg.jp

・0万円～       2万円未満：実費全額補助
・2万円以上～ 3万円未満：2万円の定額補助
・3万円以上～                ：補助率2/3以内（補助限度額20万円）

・補助率2/3以内　補助限度額10万円

飯塚市

飯塚市国際政策課では、外国人材の活躍を応援しており、外国人材受入れ促進のために、外国人材に関
する企業からの相談対応に取り組んでいます。そのような中、本年度から、外国人材の就業・生活環境
の改善及び多文化共生の推進に係る取組を行う事業者への補助金制度を作りましたのでご紹介します。

補助対象者

補助金の概要

対象事業

対象者

外国人材が飯塚市で就業する際の環境を整備するための補助金制度ができました

※当該年度内に外国人材を雇用する具体的な予定がある事業者も対象者となります。
①技能実習　②特定技能　③技術・人文知識・国際業務

飯塚市内に在住する 外国人材 を雇用している市内事業者

文化・伝統行事の体験や地域住民との交流を行う等、共生社会を推進するための取組
③ 地域社会共生事業　（例）地域イベント参加、歴史資料館訪問、旧伊藤伝衛門邸訪問等

外国人材の生活の本拠の環境を改善するための取組
② 生活環境整備事業　（例）寝具改善、冷暖房設置、リフォーム等

外国人材の就業環境を改善するための取組
① 就業環境整備事業　（例）母国語のマニュアル作成、資格取得等

（1）市内に事務所又は事業所を置く事業者
（2）市内事業所において外国人を現に雇用し、今後も継続して雇用する予定である事業者又は当該年度内

に新たに雇用する具体的な計画がある事業者
（3）当該年度の末日に市内在住の外国人材を雇用している者
（4）暴力団、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと
（5）市税の滞納がないこと
（6）外国人材受入れ事例の作成等市の外国人施策に協力する者
（7）市が実施する外国人材活躍応援宣言を行う者
（8）当該補助金の交付を過去に受けたことがない者

●お問合せ　国際政策課 国際経済推進係（☎内線1646）　{kokusai@city.iizuka.lg.jp

補助対象者は以下のすべてに該当する事業者です。

2 / 3以内

市内監理団体等を利用している場合　最大30万円／事業者
市外監理団体等を利用している場合　最大15万円／事業者

市内事業者における外国人材の就業・生活環境の改善及び共生社会の推進のための取組に
係る経費（謝金、旅費、使用料及び賃借料、委託料、需用費、備品購入費、研修費等）

補助率

補助限度額

補助対象経費
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